
 

 

 

日本銀行における役員の給与等の支給の基準 

 

 日本銀行は、日本銀行法（平成９年法律第 89 号。以下「法」という。）第 31

条の規定に基づき、日本銀行の役員（参与を除く。以下同じ。）の報酬、給与及

び退職手当（以下「給与等」という。）の支給の基準を、次のとおり定める。 

 

１．社会一般の情勢への適合 

 法第３１条第１項では、役員の給与等の支給の基準を定めるに当たって、

社会一般の情勢に適合することが求められている。その際、基本的な考え方

として以下の点に配慮するものとする。 

（１）役員の給与等は、各役職の職責及び必要とされる能力に応じたもので

あること。 

（２）役員の給与等は、日本銀行の適切な政策運営及び業務サービスの維持・

向上を図るために必要な人材を確保する上で十分競争力のあるものとし、

そうした人材の民間企業等における処遇の実情を勘案すること。 

（３）役員の給与等は、日本銀行の業務及び財産の公共性にかんがみ、その

総額を含めて適正かつ効率的なものとなるよう配慮すること。 

 

２．特別職国家公務員給与等の勘案の仕方 

 法第３１条第２項では、役員の給与等の支給の基準を定めるに当たって、

特別職の職員の給与に関する法律（昭和２４年法律第２５２号）の適用を受

ける国家公務員（以下「特別職国家公務員」という。）の給与及び退職手当そ

の他の事情を勘案することが求められている。その際、基本的な考え方とし

て、以下の点に配慮するものとする。 

（１）総裁の給与については、特別職国家公務員の最高給与を上回らないよ

うこれを定め、総裁以外の役員については、各役職の職責に応じ、総裁

との均衡を考慮すること。 

（２）役員の退職手当については、特別職国家公務員の退職手当を勘案する

とともに、日本銀行役員の任用形態や退任後の就職に関する制約等にも

配慮すること。 

 



 

 

３．役員の給与等の区分 

 役員の給与等の区分は、次のとおりとする。 

（１）役員給与……役員俸給、役員手当 

（２）役員退職手当 

 

４．役員俸給の支給 

  役員俸給は、月額をもってこれを定め､毎月定額を支給する。 

 

５．役員手当の支給 

 役員手当は、１月より６月までの分を６月に、７月より１２月までの分を

１２月に支給する。 

 

６．役員退職手当 

（１）総裁、副総裁、監事及び理事の退職手当は、当該役員の退職時における役

員俸給の千分の１２５に相当する金額に在職月数を乗じ、これに業績評価委

員会が０．０から２．０の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じ

た金額とする。 

（２）審議委員の退職手当は、当該役員の退職時における役員俸給の百分の２０

に相当する金額に在職月数を乗じた金額とする。 

 

７．就退任に伴う日割・月割計算 

 就任または退任の場合には、役員俸給は日割をもって、役員手当及び役員

退職手当は月割をもって計算する。 

 

８．役員の給与等に関する開示 

 役員俸給及び役員手当の金額並びに各役員の退職手当の支給額は、これを

開示する。 

 

９．その他 

（１）役員俸給及び役員手当の金額並びに業績評価委員会の設置に関する事項は、

政策委員会がこれを定める。 

（２）日本銀行の役員の給与等の支給に関する細則その他の事項は、別途定める。 



 

 

附則 

１．発効日 

  この基準は、平成１０年４月１日から効力を生じるものとする。 

 

２．役員退職手当の調整 

平成３０年３月１日以降に退職する役員の退職手当は、当分の間、この

基準の６．の規定により計算した金額に百分の８３．７を乗じた上で、  

百分の１００．３を乗じた金額とする。 

 

 

以    上 

 



 

 

（参考） 

 

日本銀行の役員給与  

 

１．役員俸給及び役員手当 

 （単位 千円） 

 
役員俸給 

（月額） 

役員手当 

（半期当たり） 

総 裁 2,016 5,674 

副総裁 1,595 4,472 

審議委員 1,528 4,296 

監 事 883 2,664 

理 事 1,201 3,646 

 

 

２．役員年収の推移 

 （単位 万円、かっこ内は前年度比％） 

 

 

年度 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 

総 裁 
3,467 3,481 3,512 3,526 3,530 3,544 3,530 3,501 3,515 3,554 

(1.3) (0.4) (0.9) (0.4) (0.1) (0.4) (－0.4) (－0.8) (0.4) (1.1) 

副総裁 
2,739 2,750 2,775 2,786 2,789 2,800 2,789 2,767 2,778 2,808 

(1.3) (0.4) (0.9) (0.4) (0.1) (0.4) (－0.4) (－0.8) (0.4) (1.1) 

審 議 

委 員 

2,627 2,638 2,661 2,672 2,675 2,685 2,674 2,653 2,664 2,693 

(1.3) (0.4) (0.9) (0.4) (0.1) (0.4) (－0.4) (－0.8) (0.4) (1.1) 

監 事 
1,553 1,560 1,574 1,580 1,581 1,588 1,581 1,569 1,575 1,592 

(1.3) (0.4) (0.9) (0.4) (0.1) (0.4) (－0.4) (－0.8) (0.4) (1.1) 

理 事 
2,117 2,125 2,145 2,153 2,155 2,164 2,155 2,138 2,147 2,170 

(1.3) (0.4) (0.9) (0.4) (0.1) (0.4) (－0.4) (－0.8) (0.4) (1.1) 


